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【公開日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【年通号数】公開・登録公報2017-015
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月3日(2018.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　所定の無線チャネルにおいて他の通信装置との通信セッションを確立する確立手段と、
　前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出を判定する判定手段と、
　前記確立手段により前記通信セッションが確立された場合、前記通信セッションを維持
するための信号を所定のタイミングが到来する毎に送信する送信手段と、を有し、
　前記送信手段は、前記判定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出
が判定されたことに応じて、次の前記所定のタイミングが到来する前に、前記信号を送信
することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　通信装置であって、
　所定の無線チャネルにおいて他の通信装置との通信セッションを確立する確立手段と、
　前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出を判定する判定手段と、
　前記確立手段により前記通信セッションが確立された場合、前記他の通信装置から繰り
返し送信される信号であって、前記信号を受信してから所定のタイミングが到来するまで
の間、前記通信装置に前記通信セッションを維持させるための前記信号を受信する受信手
段と、
　前記確立手段により前記通信セッションが確立され、かつ、前記判定手段により前記所
定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定された場合、前記受信手段により次の前
記信号を受信することなく前記所定のタイミングが到来した場合であっても、前記通信セ
ッションを維持する維持手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　前記確立手段により前記他の通信装置との前記通信セッションが確立され、かつ前記判
定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定されなかった場合に
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、前記受信手段により次の前記信号を受信することなく前記所定のタイミングが到来した
場合、前記他の通信装置との前記通信セッションを切断する切断手段を更に有することを
特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記判定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定された場合
、前記他の通信装置との前記通信セッションを確立する無線チャネルを、前記所定の無線
チャネルとは別の無線チャネルに切り替える切替手段を更に有し、
　前記維持手段は、前記切替手段による無線チャネルの切替が完了するまで前記切断手段
による切断を行わないことで、前記他の通信装置との前記通信セッションを維持すること
を特徴とする請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記判定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定された場合
、前記他の通信装置との前記通信セッションを確立する無線チャネルを、前記所定の無線
チャネルとは別の無線チャネルに切り替える切替手段を更に有することを特徴とする請求
項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記所定のタイミングが到来する間隔は、前記切替手段が前記別の無線チャネルに切り
替えるために必要な時間よりも長いことを特徴とする請求項４または５に記載の通信装置
。
【請求項７】
　前記所定の無線チャネルにおける干渉電波を検出する検出手段を更に有し、
　前記判定手段は、前記検出手段による干渉電波の検出に基づいて判定を行うことを特徴
とする請求項１から６のいずれか1項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記検出手段により干渉電波が検出されたことを前記他の通信装置へ通知する通知手段
を更に有することを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記他の通信装置から前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波が検出されたことを示
す通知を受信する受信手段を更に有し、
　前記判定手段は、前記受信手段により受信した前記通知に基づいて判定を行うことを特
徴とする請求項１から８のいずれか1項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、前記所定の無線チャネルにおけるレーダー波の検出を判定することを
特徴とする請求項１から９のいずれか1項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　通信方法であって、
　所定の無線チャネルにおいて通信セッションを確立する確立工程と、
　前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出を判定する判定工程と、
　前記通信セッションが確立された場合、前記通信セッションを維持するための信号を所
定のタイミングが到来する毎に送信する第１の送信工程と、
　前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定されたことに応じて、次の前記
所定のタイミングが到来する前に、前記信号を送信する第２の送信工程と、
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１２】
　通信方法であって、
　所定の無線チャネルにおいて他の通信装置との通信セッションを確立する確立工程と、
　前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出を判定する判定工程と、
　前記通信セッションが確立された場合、前記他の通信装置から繰り返し送信される信号
であって、前記信号を受信してから所定のタイミングが到来するまでの間、前記通信装置
に前記通信セッションを維持させるための前記信号を受信する受信工程と、
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　前記通信セッションが確立され、かつ、前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検
出が判定された場合、次の前記信号を受信することなく前記所定のタイミングが到来した
場合であっても、前記通信セッションを維持する維持工程と、
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１から１０のいずれか１項に記載の通信装置として機能させる
ためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するための一手段として、本発明の通信装置は以下の構成を備える。す
なわち、通信装置であって、所定の無線チャネルにおいて他の通信装置との通信セッショ
ンを確立する確立手段と、前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出を判定する判
定手段と、前記確立手段により前記通信セッションが確立された場合、前記通信セッショ
ンを維持するための信号を所定のタイミングが到来する毎に送信する送信手段と、を有し
、前記送信手段は、前記判定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出
が判定されたことに応じて、次の前記所定のタイミングが到来する前に、前記信号を送信
することを特徴とする。
　また、本発明の他の側面の通信装置は、所定の無線チャネルにおいて他の通信装置との
通信セッションを確立する確立手段と、前記所定の無線チャネルにおける干渉電波の検出
を判定する判定手段と、前記確立手段により前記通信セッションが確立された場合、前記
他の通信装置から繰り返し送信される信号であって、前記信号を受信してから所定のタイ
ミングが到来するまでの間、前記通信装置に前記通信セッションを維持させるための前記
信号を受信する受信手段と、前記確立手段により前記通信セッションが確立され、かつ、
前記判定手段により前記所定の無線チャネルにおいて干渉電波の検出が判定された場合、
前記受信手段により次の前記信号を受信することなく前記所定のタイミングが到来した場
合であっても、前記通信セッションを維持する維持手段と、を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　＜実施形態３＞
　上述の実施形態１及び実施形態２では、無線通信装置１０１がレーダー電波を検知する
構成とした。これに対して本実施形態では、対向機１０２がレーダー電波を検知する例を
説明する。
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